
　日本学生支援機構の奨学金（予約）の申し込みする方へ
（高等教育の修学支援新制度）

学力基準　2年生までの成績の平均値が5段階評価で3.5以上

　　　　　又は、小論文・面接により校長推薦を受ける

家計基準

　収入基準（両親・本人（高校生）・中学生の4人世帯の場合の目安）

　　　　　【第Ⅰ区分】家計収入（年額）が271万円以下

　　　　　【第Ⅱ区分】家計収入（年額）が303万円以下

　　　　　【第Ⅲ区分】家計収入（年額）が378万円以下

　　　　　【第Ⅳ区分】家計収入（年額）が635万円以下（多子世帯や私立学校の理工農系学部・学科で学ぶ生徒）

　資産基準　奨学金申込者本人と生計維持者（2人）の資産額の合計が2,000万円未満

　　第１種奨学金（無利子） 　　第２種奨学金（有利子）

学力基準 家計基準

　　　2年生までの成績の平均値が5段階評価で3.5以上 　　　年収　　およそ1,250万円以下

　　　　　又は、小論文・面接により校長推薦を受ける （4人世帯の場合の目安）

家計基準

　　　年収　　およそ803万円未満

（4人世帯の場合の目安）

　　入学時特別増額奨学金 (有利子）

　　　第一種奨学金及び第二種奨学金の申請を必ずすること

　　　『国の教育ローン』を利用できない人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

給付型奨学金

貸与型奨学金



≪学力基準による判定≫

はい

いいえ

家計基準については

進学資金シミュレーターでご確認ください。

　ＱＲコードで確認できます

貸与型奨学金の第２種

貸与型奨学金の
第１種申請可

貸与型奨学金の
第２種申請可

給付型奨学金 評定平均値　３．５以上

給付型奨学金申請可

小論文・面接で校長推薦を受けて申し込む

小論文・面接で校長推薦を受けて申し込む

貸与型奨学金の第１種 評定平均値　３．５以上


